
上 監 査 第 32号

令 和 5年 6月 13日

請求人 様

上尾市監査委員

上尾市監査委員

上尾市監査委員

上尾市職員措置請求書の受理について

令和 5年 6月 8日 付 けで提 出のあ りま した標記請求書 を受理 したので、その写 しを添

付 して通知 します。

受理 日は、令和 5年 6月 8日 です。
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証拠の提出及び陳述について

地方 自治法第 242条 第 7項の規定により、令和 5年 6月 8日 提出の住民監査請求につ

いての証拠の提出及び陳述の機会を下記のとお り設けますので、通知 します。

なお、請求の要旨に関する新たな証拠がある場合は、下記陳述 日までに提出してくださ

い。

また、陳述は、請求書の内容及びその補足説明の範囲でお願い します。代理人による陳

述を行 う場合は代理人選任届を、書面による陳述を行 う場合は請求人が署名 した陳述書を、

陳述をしない場合は第 8号様式を下記陳述 日までに提出してください。

記

1 陳 述 日  令和 5年 6月 26日 (月 )

3 場  所  上尾市役所 議会棟 4階 第 3委員会室 (議会棟西側 )

2 陳述時間  午前 10時から

(陳述の時間は概ね 30分以内)


